
第
五
節
　
同
和
対
策
事
業
と
同
和
教
育
・
啓
発
活
動
の
推
進

一
　
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
の
施
行

同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法

の
制
定
と
同
和
対
策
事
業

昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
に
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
り
、
二
十
二
年
に
は
日
本
国
憲
法
が
施

行
さ
れ
た
。
こ
の
憲
法
に
は
「
基
本
的
人
権
の
尊
重
」
の
規
定
が
設
け
ら
れ
、
民
主
的
な
社
会

の
実
現
の
た
め
様
々
な
改
革
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
部
落
差
別
は
依
然
と
し
て
残
っ
た
ま
ま
で
あ
り
、
各
地
で
差
別
事
件
が

発
生
し
、
被
差
別
部
落
に
お
け
る
生
活
実
態
が
大
き
く
改
善
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
一
方
で
、
戦
争
に
よ
っ
て
中
断
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
た
部
落
差
別
の
解
消
を
目
的
と
し
た
運
動
も
再
開
さ
れ
、昭
和
二
十
一
年
に
は
「
部
落
解
放
全
国
委
員
会
（
後

の
部
落
解
放
同
盟
）」
が
、
三
十
五
年
に
は
全
国
国
民
運
動
を
目
指
す
「
全
日
本
同
和
会
」
が
結
成
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会

情
勢
の
下
、
昭
和
三
十
六
年
、
国
は
同
和
問
題
の
解
決
の
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
機
関
と
し
て
「
同
和
対
策
審
議
会
」

を
設
置
し
、
全
国
的
な
実
態
調
査
を
行
い
、
そ
れ
を
基
に
審
議
を
重
ね
、
四
十
年
に
「
同
和
対
策
審
議
会
答
申
」
を
政
府
に
提

出
し
た
。

　
答
申
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
に
対
象
地
域
の
生
活
環
境
の
改

善
、
社
会
福
祉
の
充
実
、
産
業
職
業
の
安
定
、
教
育
の
充
実
、
人

権
擁
護
活
動
の
強
化
な
ど
を
総
合
的
に
推
し
進
め
る
こ
と
を
促
し

て
い
る
。
国
は
、
こ
の
答
申
を
受
け
て
、
昭
和
四
十
四
年
に
「
同

写真 186　�同和対策事業
特別措置法の
成立を報じる
新聞（神戸新聞 
昭和44（1969）
年 6 月 21 日）
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和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
」
を
制
定
し
、
時
期
を
同
じ
く
し
て
同
和
対
策
長
期
計
画
を
策
定
し
、
以
後
、
国
に
お
け
る
同
和
対

策
事
業
は
、
こ
の
二
つ
を
柱
に
推
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
は
、
同
和
地
区
住
民
の
社
会
的
経
済
的
地
位
向
上
を
不
当
に
阻
む
諸
要
因
を
解
消
す
る
た
め
、

国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
協
力
し
て
行
う
同
和
対
策
事
業
の
目
標
と
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
法
に
定
め
た
目

標
を
達
成
す
る
た
め
、
国
が
特
別
の
財
政
措
置
を
講
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
同
和
対
策
長
期
計
画
は
、
昭
和
四
十
四
年
度
か
ら
五
十
三
年
度
に
至
る
一
〇
カ
年
に
お
い
て
行
う
同
和
対
策
事
業
に

つ
い
て
の
基
本
計
画
及
び
そ
の
具
体
的
内
容
を
定
め
て
お
り
、
こ
の
事
項
を
実
現
す
る
た
め
、
主
と
し
て
、
総
務
庁
（
総
理
府
）、

法
務
省
、
文
部
省
、
厚
生
省
、
農
林
省
（
後
に
農
林
水
産
省
）、
通
商
産
業
省
、
労
働
省
、
建
設
省
及
び
自
治
省
が
こ
れ
に
当
た
っ

た
。

　
こ
れ
ら
各
省
庁
に
お
け
る
同
和
対
策
事
業
は
、
大
き
く
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

（
一
）�

生
活
環
境
の
改
善
に
関
す
る
も
の

（
二
）�

社
会
福
祉
及
び
保
健
衛
生
に
関
す
る
も
の

（
三
）�

産
業
の
振
興
に
関
す
る
も
の

（
四
）�

雇
用
促
進
等
職
業
問
題
に
関
す
る
も
の

（
五
）�

教
育
文
化
の
向
上
に
関
す
る
も
の

（
六
）�

基
本
的
人
権
の
擁
護
等
に
関
す
る
も
の

（
七
）�

国
民
の
同
和
問
題
に
関
す
る
知
識
の
普
及
、
啓
発
等
に
関
す
る
も
の
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こ
れ
ら
の
施
策
は
、
年
々
そ
の
充
実
強
化
が
図
ら
れ
、
国
全
体
の
予
算

額
も
昭
和
四
十
四
年
度
六
二
億
円
か
ら
五
十
六
年
度
二
七
九
二
億
円
へ
と

か
な
り
の
増
額
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
が
必
要
と
す
る

地
方
債
に
つ
い
て
も
年
々
大
幅
な
増
額
が
図
ら
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
国
は
、
同
和
対
策
事
業
の
推
進
に
努
力
し
て
き
た
が
、

昭
和
五
十
年
に
実
施
し
た
全
国
同
和
地
区
調
査
に
よ
り
把
握
し
た
物
的
事

業
に
係
る
必
要
事
業
が
五
十
四
年
以
降
も
相
当
量
見
込
ま
れ
る
た
め
、
同

和
対
策
事
業
に
対
す
る
必
要
な
特
別
措
置
を
引
き
続
き
講
じ
る
こ
と
と
し
、

五
十
三
年
十
一
月
、
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
の
有
効
期
限
を
三
年
延

長
し
た
。
昭
和
四
十
四
年
度
か
ら
五
十
六
年
度
ま
で
の
一
三
年
間
の
国
の

予
算
総
額
は
、
表
48
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
は
、
国
の
施

策
に
準
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
同
法
第
八
条
）
と
定
め
る
と
と
も
に
、
国
の
同
和
対
策
長
期
計
画
に
お
い

て
も
国
の
計
画
に
準
じ
て
同
和
対
策
事
業
を
総
合
的
、
計
画
的
に
実
施
す

る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

　
兵
庫
県
に
お
け
る
同
和
対
策
事
業
は
、
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
制

表48　同和対策事業関係予算（国）の推移

年度 総務庁 法務省 文部省 厚生省 農林水産省 通商産業省 労働省 建設省 自治省 計
昭和44
　　45
　　46
　　47
　　48
　　49
　　50
　　51
　　52
　　53
　　54
　　55
　　56

5
6

43
9

15
26
84
76

101
122
148
176
226

1
2
4
5
8

12
52
48
44
53
64
78
97

213
338
506
769

1,173
1,771
2,788
4,001
5,374
6,676
8,033
9,366

10,551

1,873
3,094
4,804
7,054

10,399
14,967
21,245
27,837
35,915
45,933
56,579
62,783
70,704

446
669

1,836
2,841
4,261
6,180
8,913

12,451
17,695
25,361
33,278
39,302
44,240

32
50

105
621

1,372
2,834
5,149
8,692

13,942
19,220
24,445
25,938
28,107

31
53
72

126
250
414
740

1,183
1,542
1,932
2,419
2,895
3,315

3,616
7,681

13,521
19,946
24,975
31,197
43,174
53,287
64,256
84,573

100,956
111,194
121,058

35
77

112
162
230
331
448
602
750
937

　6,217
11,893
20,891
31,406
42,530
57,513
82,307

107,805
139,200
184,318
226,524
252,482
279,235

計 1,037 468 51,559 363,187 197,473 130,507 14,972 679,434 3,684 1,442,321
 （『兵庫の同和対策』を参照して作成）

（単位：百万円）
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定
前
か
ら
実
施
さ
れ

て
き
た
が
、
同
法
制

定
後
に
お
い
て
は
、

同
和
対
策
を
県
政
の

重
要
課
題
と
し
て
位

置
づ
け
行
政
体
制
を

整
備
す
る
と
と
も
に
、

事
業
内
容
、
事
業
量

と
も
に
年
々
そ
の
拡

充
を
図
っ
て
き
た
。

　
特
に
、
本
県
に
お

い
て
は
、
昭
和
四
十

五
年
三
月
に
「
兵
庫

県
同
和
対
策
長
期
計

画
」
が
策
定
さ
れ
た
。

こ
れ
に
定
め
ら
れ
た
事
項
を
実
現
す
る
た
め
県
庁
内
の
各
部
が
一
体
と
な
り
、
所
期
の
目
標
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
そ
れ
ぞ
れ
の

分
野
に
お
い
て
、
同
和
対
策
事
業
を
効
率
的
に
推
進
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
事
業
内
容
は
、
図
109
の
と
お
り
広
汎
か
つ
多
岐
に
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わ
た
っ
て
い
る
。

　
兵
庫
県
に
お
け
る
同
和
対
策
事
業
は
、
国
の
施
策
と
同
様
に
、
個
別
の
事
業
の
ほ
と
ん
ど
が
市
町
を
通
じ
て
実
施
さ
れ
る
の

で
、
各
部
が
関
係
省
庁
と
連
携
を
保
ち
つ
つ
、
市
町
に
お
い
て
対
策
事
業
が
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
に
適
切
な
措
置
を
講
じ

る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
制
定
前
に
比
較
し
て
、
補
助
事
業
の
拡
大
、
対
象
規
模
等
の
内
容

改
善
に
よ
り
、
関
係
予
算
も
か
な
り
の
増
額
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
同
和
対
策
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
国
が
特
別
の
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
た
が
、
同
和
対
策

事
業
特
別
措
置
法
が
施
行
さ
れ
た
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
、
国
の
事
業
内
容
及
び
予
算
措
置
も
十
分
で
な
く
、
市
町
の
要
望

に
応
じ
き
れ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
、
県
で
は
、
国
の
施
策
を
補
完
し
、
市
町
に
お
け

る
同
和
対
策
事
業
が
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
国
の
補
助
事
業
に
加
え
て
同

和
対
策
関
係
予
算
の
増
額
を
図
り
な
が
ら
、
県
単
独
補
助
事
業
を
積
極
的
に
推

進
し
て
き
た
。
県
単
独
に
よ
る
事
業
は
、
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
施
行
前

に
お
い
て
も
実
施
し
て
き
た
が
、
同
法
の
施
行
を
契
機
に
、
市
町
の
要
請
に
応

じ
て
年
々
拡
充
を
図
っ
て
き
た
。
昭
和
四
十
四
年
度
か
ら
五
十
六
年
度
ま
で
の

同
和
対
策
事
業
の
年
次
別
決
算
の
推
移
は
、
図
110
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
大
幅

に
増
額
さ
れ
、
多
額
の
県
費
を
投
入
し
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
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部
落
解
放
運
動
の
流
れ
と

行
政
姿
勢
の
刷
新
状
況

部
落
解
放
運
動
団
体
の
全
国
的
な
動
き
を
み
る
と
、
昭
和
四
十
年
代
か
ら
五
十
年
代
に
か
け
て
運

動
団
体
の
分
裂
と
路
線
対
立
が
生
じ
て
い
た
。
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
に
は
、
部
落
解
放
同
盟
か

ら
「
部
落
解
放
同
盟
正
常
化
委
員
会
」
が
分
離
・
独
立
し
、
翌
年
六
月
「
部
落
解
放
正
常
化
全
国
連
絡
会
議
」
に
発
展
、
昭
和

五
十
一
年
三
月
に
全
国
部
落
解
放
運
動
連
合
会
と
な
り
、
激
し
く
対
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
差
別
の
捉
え
方
や
運
動
の
進
め

方
、
同
和
行
政
の
在
り
方
、
政
党
支
持
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
深
刻
な
対
立
が
起
き
て
い
た
。

　
兵
庫
県
に
お
け
る
戦
後
の
部
落
解
放
運
動
は
、
昭
和
二
十
一
年
十
月
の
「
部
落
解
放
委
員
会
兵
庫
県
連
合
会
」
結
成
に
始
ま

り
、
一
時
、
分
裂
し
た
時
期
は
あ
っ
た
が
、
三
十
四
年
十
二
月
の
統
一
大
会
で
、「
部
落
解
放
兵
庫
県
連
合
会
」
と
な
っ
た
。

こ
れ
以
後
、
本
県
で
は
、
こ
の
団
体
を
対
象
地
域
全
住
民
に
よ
り
組
織
さ
れ
た
統
一
団
体
に
位
置
づ
け
、
施
策
の
一
部
を
こ
の

団
体
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
、
そ
の
意
見
を
聞
い
て
実
施
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
窓
口
一
本
化
」
で
対
応
を
行
う
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
四
十
八
年
五
月
「
部
落
解
放
兵
庫
県
連
合
会
」
は
、
部
落
解
放
同
盟
に
加
入
し
、「
部
落
解
放
同
盟

兵
庫
県
連
合
会
」
と
な
っ
た
。

　
こ
の
間
、
兵
庫
県
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
十
年
代
後
半
以
降
、
同
和
行
政
や
教
育
に
関
し
て
、
多
く
の
混
乱
が
生
じ
、
県
民

の
同
和
行
政
・
教
育
に
対
す
る
不
信
感
を
招
く
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
。

　
例
え
ば
、『
兵
庫
の
同
和
対
策
』（
平
成
十
五
年
、
兵
庫
県
・
兵
庫
人
権
啓
発
協
会
発
行
）
で
は
、
次
の
よ
う
な
事
態
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。

　
昭
和
四
十
八
年
六
月
に
、「
部
落
解
放
同
盟
兵
庫
県
連
合
会
西
宮
支
部
」
が
、
西
宮
市
に
対
し
て
各
種
の
行
政
施
策
を
要
望

し
た
が
、
市
の
対
応
が
二
転
三
転
し
た
こ
と
を
受
け
、
同
団
体
が
市
役
所
に
座
り
込
み
を
行
う
な
ど
混
乱
が
生
じ
た
。
ま
た
、
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南
但
馬
地
方
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
十
八
年
七
月
に
結
成
さ
れ
た
部
落
解
放
同
盟
南
但
馬
支
部
連
絡
協
議
会
を
中
心
に
部
落
解

放
運
動
が
急
速
に
盛
り
上
が
っ
て
い
た
が
、
四
十
九
年
に
、
同
地
方
に
お
い
て
差
別
事
件
が
相
次
い
で
起
こ
り
、
部
落
解
放
同

盟
に
よ
る
確
認
会
や
糾
弾
会
が
頻
繁
に
持
た
れ
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
一
連
の
動
き
の
中
で
、
同
和
教
育
に
関
し
て
も
、
教
育
理
論
や
考
え
方
の
違
い
な
ど
に
よ
り
、
多
く
の
教
育
現
場

で
混
乱
が
生
じ
、
十
一
月
に
は
「
兵
庫
県
立
八
鹿
高
校
事
件
」
が
発
生
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
八
鹿
町
（
現
養や

父ぶ

市
）
に
あ
る

県
立
八
鹿
高
校
に
お
い
て
ク
ラ
ブ
活
動
と
し
て
「
部
落
解
放
研
究
同
好
会
（「
解
放
研
」）」
の
設
置
を
希
望
す
る
生
徒
に
対
し
て
、

教
職
員
側
が
、
す
で
に
部
落
問
題
研
究
部
（「
部
落
研
」）
が
あ
り
、
し
か
も
、「
部
落
解
放
研
究
同
好
会
」
に
は
運
動
団
体
の
介

入
が
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
に
端
を
発
し
、「
八
鹿
高
校
差
別
教
育
糾
弾
共
闘
会
議
」
の
メ
ン
バ
ー
が
、

深
夜
ま
で
確
認
・
糾
弾
を
行
っ
た
た
め
、
教
職
員
に
多
数
の
負
傷
者
が
出
る
事
態
と
な
っ
た
。
こ
の
事
件
は
国
会
で
も
取
り
上

げ
ら
れ
る
な
ど
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
昭
和
四
十
年
代
後
半
、
多
く
の
学
校
で
も
同
和
教
育
推
進
上
の
問
題
が
発
生
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
兵
庫

県
教
育
委
員
会
は
、教
育
行
政
の
責
務
を
果
た
す
べ
く
、�
昭
和
五
十
年
三
月
に
教
育
長
通
知「
同
和
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
」（
以

下
、
教
同
第
三
〇
七
号
通
知
）
通
知
を
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　
そ
の
内
容
は
、
同
和
教
育
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、「
憲
法
・
教
育
基
本
法
及
び
同
和
対
策
審
議
会
答
申
に
の
っ
と
り
、

人
権
尊
重
の
精
神
を
貫
く
こ
と
を
基
盤
と
し
て
、
主
体
的
・
積
極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
教
育
の
政
治
的
中
立
性
が
守
ら

れ
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、「
同
和
教
育
と
政
治
運
動
や
社
会
運
動
の
関
係
を
区
別
し
、
そ
れ
ら
の
運
動
そ
の
も

の
も
教
育
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
基
本
方
針
で
あ
っ
た
。
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そ
の
後
、
昭
和
五
十
年
九
月
に
、
尼
崎
市
内
の
調
理
師
養
成
の
各
種
学
校
で
、
県
が
同
和
対
策
事
業
の
一
環
と
し
て
訓
練
を

委
託
し
た
訓
練
生
に
対
し
、
学
校
側
か
ら
の
差
別
発
言
が
あ
っ
た
と
し
て
糾
弾
会
が
持
た
れ
た
が
、
こ
の
糾
弾
会
で
の
要
求
に

対
す
る
確
認
事
項
を
め
ぐ
っ
て
、
県
と
運
動
団
体
と
の
意
見
が
対
立
し
、
県
庁
内
及
び
周
辺
に
お
い
て
数
カ
月
も
の
長
期
間
に

わ
た
っ
て
、
運
動
団
体
に
よ
る
抗
議
集
会
や
座
り
込
み
が
続
く
な
ど
大
規
模
な
集
団
抗
議
行
動
が
発
生
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
同
和
行
政
に
お
け
る
数
々
の
混
乱
は
、
行
政
と
運
動
の
在
り
方
に
対
し
て
県
民
の
不
信
感
を
一
層
増
幅
さ
せ
た
。

県
は
、
こ
う
し
た
事
態
に
至
っ
た
こ
と
は
「
行
政
の
主
体
性
」
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
ま
で
の
同
和
行
政
を
見
直

し
、
反
省
す
べ
き
点
は
反
省
し
、
正
す
べ
き
は
正
す
と
し
て
、
新
し
く
指
針
を
出
す
こ
と
と
し
た
。
こ
の
見
直
し
は
、
同
和
問

題
の
解
決
は
国
民
的
課
題
で
あ
り
、
国
民
全
体
の
理
解
と
協
力
が
あ
っ
て
初
め
て
効
果
が
上
が
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
地
か
ら

行
わ
れ
た
。

　
正
す
べ
き
第
一
点
は
、「
行
政
と
運
動
の
立
場
を
明
確
に
し
、
区
別
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
行
政
と
運
動
は
、
相
互
に
協
力

し
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
立
場
と
そ
の
役
割
を
異
に
し
て
お
り
、
そ
の
区
別
を
明
確
に
し
、
行

政
が
責
任
と
主
体
性
を
も
っ
て
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
運
動
団
体
に
委
ね
て

い
た
県
の
事
業
は
、
県
が
直
接
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
第
二
点
は
、「
行
政
の
公
平
性
を
確
保
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
運
動
団
体
の
分
裂
も
あ
り
、
対
象
地
域
の
全
住
民
加
入
の
組

織
が
な
く
な
っ
た
た
め
、「
窓
口
一
本
化
」
で
は
、
対
象
事
業
の
受
益
が
、
対
象
住
民
に
ひ
と
し
く
及
ば
な
い
と
い
う
問
題
が

生
じ
た
。
そ
こ
で
、
行
政
の
公
平
性
を
期
す
る
た
め
、
個
人
的
施
策
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
運
動
団
体
の
推
薦
等
を
必
須
条

件
と
せ
ず
、
直
接
本
人
の
申
請
に
基
づ
き
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。
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こ
の
指
針
に
基
づ
い
て
、
県
は
、
昭
和
五
十
一
年
四
月
、
知
事
通
知
を
も
っ
て
各
市
町
長
に
対
し
て
、
以
下
の
考
え
方
を
示

し
た
。
す
な
わ
ち
、「
同
和
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
、
な
に
よ
り
も
肝
要
な
こ
と
は
、
同
和
行
政
も
部
落
解
放
運
動
も
全
県

民
的
な
理
解
と
支
持
が
得
ら
れ
、
か
つ
、
対
象
地
域
住
民
に
信
頼
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
ま
た
、「
行
政
の
責

任
と
主
体
性
を
も
っ
て
同
和
行
政
の
推
進
を
図
る
こ
と
と
し
、
運
動
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
お
互
い
に
そ
の
果
た
す
べ
き
役

割
を
明
確
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
同
和
行
政
の
推
進
に
つ
い
て
の
県
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
後
、
兵
庫
県
で
は
、
こ
の
基
本
方
針
を
守
り
な
が
ら
同
和
問
題
の
早
期
解
決
を
目
指
し
て
対
策
事
業
並
び
に
教
育
・
啓
発

活
動
を
推
進
し
て
い
る
。

二
　
同
和
対
策
事
業
の
推
進

生
活
環
境
の
改
善
と

社
会
福
祉
の
増
進

同
和
対
策
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
同
和
地
区
の
実
態
把
握
が
基
本
と
な

る
。

　
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
下
に
お
け
る
全
国
的
な
実
態
調
査
は
、
昭
和
四
十
六
年
と
五
十
年
に
全
国
同
和
地
区
調
査
と
し

て
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
五
十
年
調
査
に
よ
る
と
、
本
県
で
は
二
一
市
六
三
町
か
ら
同
和
地
区
を
有
す
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
本
県
の
同
和
地
区
数
は
三
四
六
地
区
、
関
係
世
帯
数
は
三
万
九
七
八
四
世
帯
、
人
口
は
一
五
万
二
九
八
八
人

と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
全
国
的
に
見
る
と
世
帯
数
に
お
い
て
大
阪
府
に
次
い
で
第
二
位
、
人
口
は
第
一
位
で
あ
っ
た
。
過
去

の
調
査
結
果
の
推
移
は
、
表
49
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
本
県
に
お
け
る
同
和
地
区
の
住
宅
事
情
は
、
昭
和
五
十
年
の
全
国
調
査
に
よ
る
と
、
約
一
万
五
〇
〇
〇
戸
の
不
良
住
宅
が
存
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在
し
、
不
良
住
宅
率
は
三
四
・
九
％
で
あ
り
、
全
国
平
均
の
二
六
・
一
％
に
比
べ
八
・

八
ポ
イ
ン
ト
の
差
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
不
良
住
宅
戸
数
及
び
不
良
住
宅
率
の
全
国

順
位
を
み
る
と
本
県
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
三
位
、
第
八
位
と
な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
同
和
地
区
に
お
け
る
住
宅
事
情
の
改
善
整
備
を
図
る
た
め
、

国
及
び
市
町
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
公
営
住
宅
建
設
事
業
、
住
宅
地
区
改
良
事
業
及
び

住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
を
推
進
し
た
。

　
同
和
地
区
に
お
け
る
生
活
環
境
の
低
位
性
は
、
多
く
の
場
合
、
立
地
条
件
の
悪
い
土

地
に
住
宅
が
密
集
し
て
い
る
た
め
、
道
路
、
下
水
排
水
路
、
上
水
道
等
公
共
施
設
の
不

備
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
生
活
環
境
整
備
の
立
ち
遅
れ
は
保
健
衛
生

上
は
も
ち
ろ
ん
、
火
災
や
水
害
等
の
災
害
上
も
非
常
に
危
険
な
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
な

ど
、
地
域
に
絡
む
差
別
意
識
を
醸
成
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
生
活
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
、
昭
和
四
十
五
年
度
か
ら
同
和
対
策
と
し

て
、
公
衆
衛
生
の
向
上
と
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
を
図
る
た
め
の
下
水
道
事
業
の
整

備
、
緑
と
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
を
図
り
、
子
ど
も
の
遊
び
場
や
災
害
時
の
避
難

空
き
地
と
し
て
活
用
を
図
る
た
め
の
公
園
の
整
備
、
地
区
内
の
交
通
の
円
滑
化
を
図
る

た
め
の
街
路
事
業
等
都
市
計
画
事
業
を
優
先
的
か
つ
重
点
的
に
進
め
た
。

　
ま
た
、
同
和
地
区
の
生
活
環
境
を
阻
害
す
る
要
因
を
解
消
す
る
た
め
の
環
境
改
善
施
設
整
備
事
業
は
、
非
常
に
広
範
囲
に
わ

表49　地区数、世帯数、人口等の推移

調査年次 市町数 地区数
世帯数 人口 混住率

（％）地区全体 同和関係 地区全体 同和関係

昭和42年 86
（20市66町） 333 50,269 37,707 213,962 162,859 76.1

　　46　 86
（20市66町） 336 50,385 36,750 198,235 149,481 75.4

　　50　 84
（21市63町） 346 56,333 39,784 207,790 152,988 73.6

（注）（1）市町数の減少は合併等によるものである。
　　 （2）混住率は同和関係人口の地区全体人口に対する割合である。

（『兵庫の同和対策』を参照して作成）
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同
和
地
区
住
民
の
社
会
的
、
経
済
的
、
文
化
的
な
水
準
の
向
上
を
図
る
た
め
に
は
、
社
会
福
祉
の
充

実
を
積
極
的
か
つ
強
力
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
同
和
地
区
住
民
及
び
近
隣
地
域
住
民

（
以
下
、
地
域
住
民
）
に
対
し
て
、
生
活
上
の
各
種
相
談
事
業
を
は
じ
め
、
社
会
福
祉
、
保
健
衛
生
に
関

す
る
事
業
を
総
合
的
に
行
う
隣
保
館
の
設
置
、
保
育
所
の
設
置
、
ま
た
児
童
の
健
康
増
進
や
情
操
を
豊

か
に
す
る
た
め
の
児
童
館
の
設
置
、
経
済
向
上
対
策
の
一
環
と
し
て
の
共
同
作
業
場
の
整
備
が
進
め
ら

れ
た
。

　
特
に
、
隣
保
館
は
、
基
本
的
人
権
尊
重
の
精
神
及
び
同
和
対
策
審
議
会
答
申
の
趣
旨
に
鑑
み
、
地
域

住
民
の
理
解
と
信
頼
の
下
に
、
国
民
的
課
題
と
し
て
の
同
和
問
題
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
活

動
を
行
い
、
同
和
問
題
の
速
や
か
な
解
決
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
市
町
が
設
置
し
、
管
理
運

営
す
る
施
設
で
あ
る
。
隣
保
館
は
、
社
会
調
査
及
び
研
究
事
業
、
生
活
上
の
各
種
相
談
事
業
、
地
域
福

祉
事
業
、
保
健
衛
生
等
に
関
す
る
事
業
、
啓
発
事
業
及
び
広
報
活
動
事
業
、
ク
ラ
ブ
活
動
並
び
に
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
及
び
教
養
文
化
に
関
す
る
事
業
を
各
地
域
の
実
情
に
即
し
て
実
施
し
、
地
域
住
民
の
生

活
の
社
会
的
、
経
済
的
、
文
化
的
改
善
向
上
を
図
っ
て
き
た
。

　
ま
た
、
同
和
地
区
に
お
い
て
は
、
教
育
、
職
業
、
住
居
等
の
諸
条
件
の
劣
悪
性
、
さ
ら
に
地
区
住
民

の
保
健
衛
生
知
識
の
低
位
性
や
予
防
、
治
療
の
不
十
分
さ
か
ら
健
康
が
損
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え

た
っ
て
い
る
が
、
①
地
方
改
善
施
設
整
備
事
業
、
②
水
道
施
設
整
備
事
業
、
③
と
畜
場
整
備
事
業
、
④
消
防
施
設
整
備
事
業
に

大
き
く
分
け
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
施
策
を
総
合
的
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
環
境
の
改
善
が
よ
り
一
層
図
ら
れ
た
。

表50　隣保館設置の推移

年度 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 小計
館数 1 1 1 1 3 1 1 4 3 2 1 5 2 26
年度 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 小計 合計
館数 1 3 12 4 6 4 13 7 7 5 62 88
 （『兵庫の同和対策』を参照して作成）
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ら
れ
た
。
そ
こ
で
保
健
衛
生
対
策
と
し
て
、
昭
和
四
十
四
年
度
に
食
生
活
調
査
指
導
事
業
を
新
設
し
、
四
十
五
年
度
に
は
巡
回

保
健
相
談
指
導
事
業
と
ト
ラ
ホ
ー
ム
予
防
事
業
を
、
四
十
八
年
度
か
ら
が
ん
検
診
費
補
助
事
業
を
、
四
十
九
年
度
に
は
分
娩
費

補
助
事
業
と
保
健
婦
設
置
費
補
助
事
業
を
行
っ
た
。

産
業
基
盤
の
整
備
と

職
業
安
定
の
充
実

本
県
は
、
二
一
市
七
〇
町
（
昭
和
五
十
四
年
二
月
現
在
）
の
全
市
町
に
農
家
が
存
在
し
、
そ
の
中
で
同
和

地
区
農
家
は
、
二
一
市
六
二
町
三
三
一
地
区
に
わ
た
り
、
ほ
ぼ
全
県
に
分
布
し
て
い
た
。
同
和
地
区
農

家
の
状
態
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
年
農
業
セ
ン
サ
ス
及
び
昭
和
五
十
年
全
国
同
和
地
区
調
査
に
よ
る
と
、
農
家
一
戸
当
た
り
の

耕
地
面
積
は
、
県
全
体
で
は
五
二
・
三
ア
ー
ル
、
同
和
地
区
農
家
で
は
四
二
・
五
ア
ー
ル
と
少
な
く
、
こ
れ
を
経
営
規
模
に
つ

い
て
見
る
と
、
五
〇
ア
ー
ル
未
満
の
も
の
は
、
県
全
体
で
五
六
・
二
％
、
同
和
地
区
農
家
は
六
八
・
九
％
と
零
細
な
も
の
が
多

い
。
ま
た
兼
業
農
家
に
つ
い
て
見
る
と
、
第
二
種
兼
業
は
、
県
全
体
で
は
八
一
・
二
％

に
対
し
、
同
和
地
区
農
家
は
八
八
・
六
％
と
高
い
。
こ
の
よ
う
に
同
和
地
区
に
お
け
る

農
家
は
、
一
般
に
零
細
兼
業
農
家
が
大
半
で
あ
る
上
、
生
産
基
盤
の
整
備
水
準
が
低
位

に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
昭
和
三
十
七
年
度
か
ら
農
山
漁
村
同
和
対
策
事
業
を
実
施
し
て

き
た
。

　
昭
和
四
十
四
年
七
月
の
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
い
、
同
和
地
区
の

産
業
基
盤
の
向
上
を
図
る
た
め
、
同
和
地
区
農
業
の
生
産
基
盤
と
経
営
近
代
化
施
設
の

整
備
及
び
こ
れ
ら
を
活
用
す
る
営
農
技
術
等
の
向
上
が
、
各
種
の
農
林
関
係
同
和
対
策

事
業
と
し
て
推
進
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
農
業
生
産
基
盤
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
受
益
面
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積
一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
大
規
模
な
も
の
は
同
和
対
策
農
業
基
盤
整
備
事
業
（
公
共
事
業
）
で
実
施
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ

以
下
の
小
規
模
な
も
の
に
つ
い
て
は
農
林
業
同
和
対
策
事
業
（
国
庫
補
助
事
業
）
及
び
農
林
関
係
地
方
改
善
事
業
（
県
単
独
補
助

事
業
）
で
実
施
し
た
。

　
経
営
近
代
化
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
農
林
業
同
和
対
策
事
業
及
び
農
林
関
係
地
方
改
善
事
業
で
実
施
す
る
と
と
も
に
、

畜
産
経
営
環
境
の
整
備
と
飼
養
管
理
の
近
代
化
を
図
る
た
め
、
農
林
業
団
地
特
別
整
備
事
業
（
国
庫
補
助
事
業
）
を
実
施
し
た
。

　
ま
た
、
造
林
事
業
や
一
般
公
共
事
業
で
実
施
す
る
基
盤
整
備
事
業
に
つ
い
て
は
、
同
和
地
区
住
民
に
係
る
自
己
負
担
分
並
び

に
農
業
経
営
近
代
化
資
金
及
び
農
業
信
用
保
証
協
会
が
実
施
す
る
同
和
地
区
農
家
に
対
す
る
融
資
保
証
料
の
負
担
軽
減
措
置
が
、

県
単
独
農
山
漁
村
同
和
対
策
事
業
（
県
単
独
補
助
事
業
）
に
よ
り
講
じ
ら
れ
た
。

　
以
上
の
物
的
事
業
の
実
施
と
並
行
し
て
、
営
農
技
術
、
経
営
技
術
の
習
得
等
ソ
フ
ト
面
に
つ
い
て
は
、
農
業
改
良
普
及
所
が

中
心
に
な
っ
て
、
同
和
対
策
営
農
特
別
指
導
事
業
（
国
庫
補
助
事
業
）
を
実
施
し
た
ほ
か
、
新
し
く
畜
産
や
花
園
芸
を
農
業
経

営
の
中
に
取
り
入
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
高
度
な
営
農
技
術
等
の
長
期
的
重
点
的
習
得
が
必
要
な
た
め
、
新
規
産
業
育
成

事
業
（
県
単
独
補
助
事
業
）
を
実
施
し
た
。

　
本
県
の
同
和
地
区
に
お
け
る
中
小
企
業
の
事
業
所
は
、
昭
和
五
十
年
全
国
同
和
地
区
調
査
に
よ
る
と
、
製
造
業
が
二
六
二
一�

事
業
所
、
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
そ
の
他
が
三
一
〇
八
事
業
所
、
計
五
七
二
九
の
事
業
所
が
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
小
規
模
零

細
企
業
で
生
産
性
が
低
い
実
情
に
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
企
業
の
近
代
化
を
図
る
た
め
、
経
営
、
金
融
、
技
術
等
の
そ
れ
ぞ
れ

の
面
か
ら
、
指
導
、
支
援
を
行
っ
た
。

　
経
営
指
導
の
面
に
つ
い
て
は
、
そ
の
重
要
性
に
鑑
み
、
昭
和
四
十
二
年
度
か
ら
、
同
和
地
区
専
任
の
経
営
指
導
員
を
設
置
し
、
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以
後
年
々
増
員
し
て
、
同
和
地
区
の
小
規
模
企
業
者
に
必
要
な
金
融
、
税

務
、
労
働
、
取
引
、
経
理
等
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
っ
て
、
き
め
細
か
く

相
談
、
指
導
を
行
っ
た
。

　
金
融
面
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
を
対
象
と
し
た
県
の
融
資
制
度
の
中

に
「
同
和
企
業
振
興
資
金
融
資
制
度
」
を
設
け
、
同
和
地
区
中
小
企
業
者

の
経
営
の
安
定
及
び
発
展
の
た
め
に
必
要
な
事
業
資
金
を
融
資
し
た
。
ま

た
、
こ
れ
と
同
時
に
、
借
入
れ
の
際
に
必
要
な
信
用
保
証
料
の
全
額
を
補

助
す
る
と
と
も
に
、支
払
利
子
の
一
部
を
補
給
す
る
振
興
資
金
融
資
利
子・

保
証
料
補
給
制
度
を
設
け
、
小
規
模
零
細
企
業
に
も
利
用
し
易
い
よ
う
配
慮
し
て
実
施
し
た
。

　
さ
ら
に
国
に
お
い
て
同
和
対
策
事
業
の
一
環
と
し
て
、「
同
和
高
度
化
資
金
貸
付
金
制
度
」
が
設
け
ら
れ
、
国
及
び
県
の
資

金
負
担
で
、
事
業
資
金
の
八
〇
％
以
内
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
、
同
和
地
区
中
小
企
業
者
の
事
業
の
共
同
化
、
協
業
化
を
推
進

し
、
経
営
基
盤
の
強
化
と
合
理
化
を
図
っ
た
。

　
技
術
指
導
の
面
に
つ
い
て
は
、
製
革
業
を
中
心
と
し
て
、
毎
年
、
技
術
講
習
会
を
開
催
す
る
ほ
か
、
皮
革
工
業
指
導
所
の
研

究
員
及
び
外
部
専
門
家
に
よ
る
企
業
の
現
場
に
臨
ん
で
の
巡
回
技
術
指
導
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
昭
和
五
十
三
年
か
ら
、
実
情

調
査
等
の
た
め
に
、
調
査
団
を
韓
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
等
へ
派
遣
し
、
皮
革
産
業
の
今
後
の
在
り
方
等
の
検
討
に
役
立
て
た
。

　
一
方
、
同
和
地
区
住
民
の
就
職
の
機
会
均
等
を
確
保
し
、
そ
の
雇
用
を
促
進
し
て
職
業
の
安
定
を
図
る
こ
と
は
、
同
和
問
題

解
決
の
た
め
の
中
心
的
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

表51　事業所啓発指導状況

区分
年度 実施回数 参加事

業所数
実施事
業所数

昭和48
　　49
　　50
　　51
　　52
　　53
　　54
　　55
　　56

87
153
58

214
84
93
64
58
62

8,260
8,126
4,720
5,355
3,429
3,993
3,327
2,963
2,759

560
860
180
385
361
90
66
42
28

計 863 42,932 2,572
（注 ） 公共職業安定所が主体的に実施した数値

による。
 （『兵庫の同和対策』を参照して作成）

第一編　高度経済成長とひずみ

526



　
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
雇
用
主
が
、
同
和
問
題
に
つ
い
て
正
し
い
理
解
と
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
よ
っ
て
従

業
員
の
採
用
に
当
た
っ
て
は
公
正
な
選
考
を
実
施
す
る
よ
う
啓
発
・
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
企
業
内
同
和
問
題
研
修
推
進
員

の
設
置
促
進
並
び
に
日
本
工
業
規
格
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
）
履
歴
書
、
統
一
応
募
用
紙
の
使
用
の
徹
底
を
図
っ
た
。
ま
た
、
同
和
地
区
住

民
に
対
し
て
は
、
就
職
の
促
進
を
図
る
た
め
、
職
業
指
導
の
充
実
、
職
業
訓
練
の
受
講
あ
っ
せ
ん
を
積
極
的
に
行
う
と
と
も
に
、

そ
の
円
滑
な
就
職
を
側
面
的
に
援
助
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
就
職
資
金
、
就
職
支
度
金
の
給
付
等
の
各
種
援
護
措
置
を
講

じ
た
。

　
さ
ら
に
、
同
和
地
区
生
徒
の
近
代
的
産
業
へ
の
就
職
促
進
の
た
め
、
新
規
学
校
卒
業
者
に
対
し
て
、
学
校
と
連
携
し
な
が
ら

職
業
指
導
、
職
場
適
応
指
導
等
の
就
職
促
進
対
策
を
積
極
的
に
推
進
し
た
。

三
　
同
和
教
育
・
啓
発
活
動
の
推
進

同
和
教
育
の

総
合
的
推
進

本
県
で
は
、
戦
後
早
く
か
ら
、
学
校
教
育
・
社
会
教
育
の
両
面
か
ら
同
和
教
育
の
振
興
に
努
め
て
き
た
。
昭

和
四
十
三
年
三
月
に
同
和
対
策
審
議
会
答
申
の
精
神
を
受
け
て
定
め
ら
れ
た
「
兵
庫
県
同
和
教
育
基
本
方
針
」

に
お
い
て
、「
基
本
的
人
権
を
尊
重
す
る
教
育
、
と
く
に
同
和
教
育
の
徹
底
を
期
す
る
た
め
、
差
別
の
実
態
を
正
し
く
把
握
し
、

具
体
的
な
目
標
と
方
法
を
明
確
に
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
教
育
の
機
会
と
場
で
そ
の
指
導
に
努
め
る
。
こ
れ
が
た
め
、
県
内
の
す
べ

て
の
学
校
、
す
べ
て
の
教
育
施
設
、
す
べ
て
の
地
域
社
会
に
お
い
て
、
同
和
教
育
を
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、

教
育
の
主
体
性
に
お
い
て
総
合
的
か
つ
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

　
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
が
制
定
さ
れ
た
翌
年
、
昭
和
四
十
五
年
四
月
「
同
和
教
育
指
導
室
」
を
設
置
し
、
指
導
体
制
の
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強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
学
校
・
社
会
教
育
に
お
け
る
各
般
の
施
策
を
積
極
的
に
実
施
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
述
の
と
お

り
昭
和
四
十
年
代
後
半
に
は
、
県
内
に
同
和
教
育
の
在
り
方
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
対
立
や
混
迷
も
生
じ
、
教
育
の
主
体
性
そ
の

も
の
を
問
い
直
す
必
要
性
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
昭
和
五
十
年
三
月
の
教
同
第
三
〇
七
号
通
知
を
も
っ
て
、
同
和
教
育
の
主
体

的
・
積
極
的
推
進
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
同
和
教
育
を
教
育
体
系
の
中
に
正
し
く
位
置
づ
け
、
教
育
の
本
質
に
根
ざ
し
た
教

育
実
践
を
進
め
て
き
た
。

　
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
の
延
長
期
を
迎
え
、
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
、
教
同
第
一
八
〇
号
通
知
「
同
和
対
策
事
業
特
別

措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
」
に
よ
り
、
市
郡
町
教
育
委
員
会
（
兵
庫
県
内
で
は
共
同
で
郡
教
育
委
員
会

を
設
置
し
て
い
た
事
例
あ
り
）
に
対
し
て
、
延
長
の
趣
旨
を
理
解
し
、
同
和
教
育
の
徹
底
を
期
し
て
、
今
後
更
に
主
体
的
積
極
的

に
推
進
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
す
な
わ
ち
、
法
延
長
期
に
お
け
る
同
和
教
育
の
課
題
は
、
同
和
地
区
に
お
け
る
教
育
上
の
較

差
の
是
正
と
教
育
・
文
化
水
準
の
向
上
及
び
社
会
の
な
か
に
根
強
く
残
っ
て
い
る
心
理
的
差
別
の
解
消
を
図
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
、
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
施
行
一
〇
年
を
経
た
部
落
差
別
の
変
容
と
そ
の
課
題
を
的
確
に
把
握
し
、
そ
れ

を
解
決
し
よ
う
と
す
る
多
様
な
指
導
内
容
・
方
法
等
の
開
発
に
努
め
、
学
校
、
家
庭
、
地
域
社
会
に
お
け
る
具
体
的
な
生
活
の

場
で
、
広
く
人
権
尊
重
の
精
神
を
徹
底
す
る
教
育
を
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

　
ま
た
、
知
事
部
局
に
お
い
て
も
昭
和
四
十
六
年
四
月
に
は
、
同
和
対
策
室
を
同
和
対
策
局
に
昇
格
さ
せ
た
。
昭
和
四
十
八
年

四
月
、
同
和
対
策
局
を
同
和
局
に
改
称
。
四
十
九
年
四
月
に
は
、
各
部
局
と
の
連
絡
調
整
を
一
層
緊
密
に
行
う
た
め
、
各
部
の

総
務
担
当
課
長
等
を
同
和
局
兼
務
参
事
に
併
任
す
る
と
と
も
に
、
五
十
年
四
月
に
は
、
本
庁
の
副
課
長
と
地
方
機
関
の
副
所
長

を
同
和
問
題
研
修
推
進
員
に
位
置
づ
け
、
所
属
職
員
の
研
修
を
担
当
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
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学
校
に
お
け
る

同
和
教
育
の
推
進

学
校
に
お
け
る
同
和
教
育
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
三
年
三
月
の
「
同
和
教
育
基
本
方
針
」
に
基
づ
い
て

同
和
教
育
を
一
層
推
進
す
る
た
め
「
同
和
教
育
の
手
引
き
第
四
集
」
を
翌
年
三
月
に
刊
行
し
た
。
幼
・
小
・

中
・
高
等
学
校
の
一
貫
性
の
あ
る
同
和
教
育
の
推
進
、
道
徳
教
育
と
同
和
教
育
の
関
連
等
に
つ
い
て
、
指
導
指
針
を
示
し
、
併

せ
て
具
体
的
実
践
例
を
紹
介
し
た
。

　
同
和
教
育
推
進
の
た
め
に
昭
和
三
十
六
年
か
ら
三
十
八
年
に
か
け
て
刊
行
し
た
小
学
校
高
学
年
用
資
料
『
友
だ
ち
』
と
中
学

校
用
資
料
『
信
愛
』
は
、
四
十
六
、
四
十
七
年
度
に
全
面
改
訂
を
行
い
、
中
学
校
用
資
料
を
『
友
だ
ち
』
と
改
称
し
、
小
・
中

学
校
の
教
育
の
一
貫
性
を
図
っ
た
。
昭
和
五
十
一
年
度
に
は
小
学
校
低
学
年
用
『
と
も
だ
ち
』
を
作
成
し
、
五
十
三
、
五
十
四

写真 187　�学校同和教育資料�
小学生用『ともだち』『友だち』

写真 188　�学校同和教育資料�
中学生用『友だち』

写真 189　�学校同和教育資料�
高校生用『高校生と同和問題』
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あ
っ
た
。

　
ま
た
本
県
で
は
、
昭
和
四
十
一
年
度
以
降
、
高
等
学
校

等
奨
励
金
給
付
事
業
を
設
け
、
地
区
生
徒
の
進
学
の
促
進

を
図
る
と
と
も
に
、
奨
励
金
受
給
生
に
対
し
て
趣
旨
の
徹

底
の
た
め
、
研
修
事
業
も
併
せ
て
実
施
し
て
き
た
。
こ
の

事
業
は
、
経
済
的
事
情
の
た
め
、
高
等
学
校
ま
た
は
高
等

専
門
学
校
に
お
い
て
修
学
が
困
難
な
者
に
対
し
、
教
育
奨

励
金
を
給
付
し
、
有
為
な
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
た
。

　
昭
和
四
十
四
年
度
、
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
の
施

行
に
伴
い
、
県
は
、
独
自
で
給
付
対
象
者
に
短
期
大
学
生

及
び
大
学
生
を
加
え
る
と
と
も
に
、
入
学
支
度
金
給
付
事

年
度
に
か
け
て
小
学
校
高
学
年
用
、
中
学
校
用
も
全
面
改
訂
し
た
。

　
高
校
生
用
資
料
は
、
昭
和
四
十
八
年
『
高
等
学
校
同
和
教
育
資
料
生
徒
用
第
一
集
』
を
、
四
十
九
年
『
同
第
二
集
』
を
刊
行

し
た
が
、
同
和
教
育
推
進
経
過
の
な
か
で
五
十
四
年
度
全
面
改
訂
し
、
新
た
に
『
高
校
生
と
同
和
問
題
』
と
し
て
刊
行
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
資
料
の
改
訂
の
ね
ら
い
は
、
小
・
中
・
高
等
学
校
を
通
じ
て
、
個
人
の
尊
厳
と
幅
広
い
人
権
教
育
を
基
盤
と
し
て
、

児
童
生
徒
の
発
達
段
階
に
沿
っ
て
同
和
問
題
を
正
し
く
認
識
し
、
共
感
と
展
望
を
持
っ
て
学
習
で
き
る
資
料
と
し
た
こ
と
で
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業
を
創
設
し
、
従
来
か
ら
実
施
し
て
き
た
高
校
生
等
に
対
す
る
修
学
資
金
に
つ
い
て
国
の
給
付
額
に
県
費
を
上
乗
せ
し
て
給
付

す
る
こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
四
十
六
年
度
か
ら
給
付
対
象
者
に
各
種
学
校
生
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

　
そ
の
後
、
国
の
制
度
も
拡
充
さ
れ
、
昭
和
四
十
八
年
度
か
ら
高
校
生
及
び
高
等
専
門
学
校
生
に
対
す
る
入
学
支
度
金
給
付
事

業
が
、
四
十
九
年
度
か
ら
短
期
大
学
生
及
び
大
学
生
に
対
す
る
修
学
資
金
給
付
事
業
が
、
五
十
三
年
度
か
ら
は
短
期
大
学
生
及

び
大
学
生
に
対
す
る
入
学
支
度
金
給
付
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。

　
こ
の
間
、
昭
和
五
十
一
年
度
か
ら
所
得
制
限
を
設
け
た
ほ
か
、
国
の
制
度
の
充
実
に
伴
い
、
五
十
年
度
か
ら
国
公
立
短
期
大

学
生
、
翌
五
十
一
年
度
か
ら
国
公
立
大
学
生
、
五
十
二
年
度
か
ら
国
公
立
高
校
生
及
び
私
立
短
期
大
学
生
、
五
十
三
年
度
か
ら

私
立
大
学
生
、
五
十
四
年
度
か
ら
私
立
高
校
生
の
修
学
資
金
に
対
す
る
県
費
上
乗
せ
を
廃
止
す
る
な
ど
事
業
の
見
直
し
を
行
っ

た
。

　
昭
和
四
十
四
年
に
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
学
校
教
育
の
充
実
を
図
る
た
め
、
公
立
義
務

教
育
諸
学
校
の
学
級
編
成
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
三
十
三
年
法
律
第
一
一
六
号
）
が
改
正
さ
れ
、「
同
和
対

策
と
し
て
の
教
育
上
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
と
認
め
ら
れ
る
小
学
校
ま
た
は
中
学
校
が
存
在
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
学
校
の
数
等
を
考
慮
し
て
文
部
大
臣
が
定
め
る
数
」
の
教
職
員
が
加
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
本
県
に
お
い
て
は
小
学
校
中
学
校
に
、
主
と
し
て
対
象
地
域
児
童
生
徒
数
を
基
準
と
し
て
「
同
和
教
育
推
進

教
員
」
を
配
置
し
た
。
ま
た
、
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
小
・
中
学
校
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
、
県
単
独
で
配
置
し
た
。

　
配
置
の
趣
旨
は
、
対
象
地
域
の
あ
る
学
校
の
教
育
水
準
を
高
め
、
教
育
上
の
較
差
是
正
を
図
る
た
め
、
対
象
地
域
児
童
生
徒

の
学
力
の
向
上
と
健
康
の
増
進
を
図
り
、
進
学
や
就
職
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
進
路
指
導
の
充
実
に
努
め
、
広
く
社
会
の
各
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分
野
に
お
け
る
将
来
の
発
展
を
期
す
る
た
め
で
あ
る
。

社
会
教
育

の
充
実

文
部
省
は
、
昭
和
三
十
五
年
度
か
ら
県
に
対
し
て
同
和
教
育
に
関
す
る
調
査
指
導
事
業
を
、
市
町
に
対
し
て
同

和
地
区
に
お
け
る
社
会
教
育
に
関
す
る
諸
集
会
の
開
催
や
社
会
教
育
関
係
団
体
の
育
成
事
業
の
実
施
を
委
嘱
し

た
。
ま
た
、
昭
和
三
十
九
年
度
か
ら
県
に
対
し
て
社
会
同
和
教
育
指
導
者
研
修
事
業
の
実
施
を
委
嘱
し
た
。

　
さ
ら
に
、
同
和
地
区
に
お
け
る
社
会
教
育
活
動
を
振
興
す
る
た
め
、
同
和
対
策
集
会
所
の
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
と
し
、
市

町
に
対
し
、
昭
和
三
十
七
年
度
か
ら
同
和
対
策
集
会
所
整
備
費
及
び
設
備
に
対
す
る
補
助
を
行
う
と
と
も
に
四
十
年
度
か
ら
集

会
所
指
導
事
業
の
実
施
を
委
嘱
し
た
。

　
昭
和
四
十
年
代
に
な
っ
て
、
地
域
ぐ
る
み
で
同
和
教
育
を
推
進
し
、
家
庭
教
育
、
社
会
教
育
及
び
学
校
教
育
が
一
体
と
な
っ

て
、
明
る
い
家
庭
、
差
別
の
な
い
民
主
的
な
地
域
社
会
の
建
設
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、

本
県
で
は
、
昭
和
四
十
二
年
度
か
ら
、
社
会
同
和
教
育
指
導
員
を
委
嘱
し
て
実
践
的
な
指
導
者
の
拡
充
を
図
る
と
と
も
に
、
社

会
教
育
関
係
団
体
（
兵
庫
県
連
合
青
年
団
、
兵
庫
県
連
合
婦
人
会
、
兵
庫
県
Ｐ
Ｔ
Ａ
協
議
会
、
兵
庫
県
公
民
館
連
盟
）
に
対
し
て
同
和
教

育
学
習
事
業
を
委
託
し
た
。
ま
た
、
昭
和
四
十
六
年
度
か
ら
、「
差
別
を
許
さ
な
い
県
民
運
動
」
を
展
開
す
る
こ
と
と
し
た
。

さ
ら
に
昭
和
四
十
八
年
度
か
ら
市
町
の
全
域
ま
た
は
一
部
の
地
域
を
同
和
教
育
推
進
地
域
に
指
定
し
た
。
な
お
、
県
立
社
会
教

育
施
設
に
お
い
て
は
、
同
和
教
育
講
座
を
開
催
し
た
。

　
昭
和
五
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
と
課
題
を
見
直
し
、
各
事
業
の
検
討
改
善
に
努
め
た
。
ま
た
、
家
庭

や
地
域
社
会
の
具
体
的
な
生
活
の
中
で
、
人
権
尊
重
の
教
育
の
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
特
に
同
和
問
題
に
つ
い
て
の
率
直
、

真
摯
な
話
合
い
や
、
心
の
交
流
す
る
共
感
的
理
解
を
重
視
し
た
社
会
教
育
事
業
の
展
開
を
指
導
し
た
。
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昭
和
三
十
八
年
度
か
ら
対
象
地
域
の
児
童
生
徒
の
学
力
の
向
上
を
図
る
た
め
「
学
力
補
充
学
級
」
及
び
「
成
人
共
同
学
習
」

を
開
設
す
る
市
町
に
対
す
る
補
助
制
度
を
設
け
た
。
昭
和
四
十
五
年
に
は
、「
学
力
補
充
学
級
」
を
「
学
力
促
進
学
級
」
に
、「
成

人
共
同
学
習
」
を
「
集
会
所
等
指
導
」
に
改
称
し
、
事
業
数
及
び
事
業
内
容
の
拡
充
を
図
っ
た
。
さ
ら
に
昭
和
四
十
九
年
度
か

ら
は
、
こ
の
二
つ
の
事
業
を
統
合
し
、「
解
放
学
級
」
と
し
て
、
部
落
差
別
解
消
へ
の
展
望
と
道
筋
を
明
ら
か
に
す
る
学
習
を

進
め
る
こ
と
と
し
た
。

　
昭
和
五
十
一
年
に
は
、「
同
和
地
区
内
教
育
事
業
」
と
改
称
し
、
教
育
の
主
体
性
を
明
確
に
し
、
対
象
地
域
住
民
の
自
覚
・

自
立
を
促
し
、
民
主
的
な
地
域
づ
く
り
に
取
り
組
む
人
間
の
育
成
を
目
指
し
た
。
な
お
、
翌
五
十
二
年
度
か
ら
は
、「
同
和
地

区
教
育
事
業
」
と
名
称
を
改
め
た
。
昭
和
五
十
四
年
度
に
は
、
事
業
規
模
の
適
正
化
を
図
る
と
と
も
に
、
成
人
学
習
に
講
座
制

を
取
り
入
れ
、
実
情
に
即
し
つ
つ
事
業
の
充
実
に
努
め
た
。

　
ま
た
、
社
会
同
和
教
育
資
料
の
作
成
、
配
布
及
び
活
用
に
も
取
り
組
ん
だ
。
社
会
同
和
教
育
資
料
と
し
て
、
昭
和
三
十
二
年

度
「
同
和
教
育
の
手
引
き
第
二
集
」、
三
十
八
年
度
「
同
和
教
育
の
手
引
き
第
三
集
」、
四
十
三
年
度
「
同
和
教
育
の
手
引
き
第

四
集
」
を
発
刊
し
、
社
会
同
和
教
育
の
在
り
方
を
指
導
し
た
。
昭
和
五
十
年
度
以
降
、
教
育
の
主
体
性
、
中
立
性
の
確
立
に
伴

い
、
資
料
内
容
の
充
実
と
精
選
に
努
め
、
生
活
課
題
の
解
決
を
目
指
し
つ
つ
、
幅
広
い
視
野
を
養
い
、
人
権
意
識
を
高
め
る
資

料
の
作
成
に
努
め
た
。

啓
発
活
動
と
県

民
運
動
の
展
開

本
県
に
お
け
る
同
和
問
題
に
係
る
啓
発
活
動
は
、
戦
後
、
社
会
教
育
の
一
環
と
し
て
県
教
育
委
員
会
を
中
心

と
し
て
推
進
し
て
き
た
。
昭
和
四
十
三
年
度
、
同
和
対
策
審
議
会
答
申
の
精
神
を
受
け
て
「
兵
庫
県
同
和
対

策
基
本
要
綱
」
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
は
同
和
問
題
の
早
期
解
決
を
目
指
し
、
特
に
行
政
担
当
職
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
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兵
庫
県
自
治
研
修
所
で
の
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
「
同
和
問
題
」
を
取
り
入
れ
た
。
ま
た
、
広
く
県
民
の
理
解
と
認
識
を
深
め

る
た
め
の
講
演
会
及
び
学
習
会
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、
各
種
の
啓
発
資
料
を
作
成
配
布
す
る
な
ど
の
啓
発
活
動
を
推
進
し
て

き
た
。

　
ま
た
、
昭
和
四
十
六
年
度
に
お
い
て
、
兵
庫
県
、
兵
庫
県
教
育
委
員
会
、
市
町
及
び
市
町
教
育
委
員
会
は
、「
同
和
問
題
の

解
決
は
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
で
あ
り
国
民
的
課
題
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
っ
て
、
差
別
の
実
態
を
解
明
し
、
市
民
的

権
利
と
自
由
を
完
全
に
保
障
し
、
民
主
社
会
の
建
設
に
資
す
る
」
た
め
、
関
係
団
体
の
協
賛
を
受
け
「
差
別
を
許
さ
な
い
県
民

運
動
」
を
展
開
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
運
動
は
毎
年
八
月
を
中
心
に
推
進
し
、
昭
和
五
十
三
年
度
か
ら
は
名
称
を

「
差
別
を
な
く
そ
う
県
民
運
動
」
に
改
め
、
県
民
全
て
の
参
加
と
協
力
に
よ
り
展
開
し
た
。

　
さ
ら
に
、
昭
和
五
十
四
年
に
は
、
心
理
的
な
差
別
解
消
を
図
る
た
め
の
啓
発
活
動
の
重

要
性
に
鑑
み
、
市
町
の
啓
発
活
動
の
活
性
化
を
目
的
と
し
て
、
市
町
啓
発
活
動
費
補
助
制

度
を
創
設
し
た
。

　
同
和
問
題
に
つ
い
て
総
合
的
、
集
中
的
、
効
果
的
な
啓
発
活
動
を
行
う
た
め
、
昭
和
五

十
一
年
十
一
月
一
日
、
県
立
同
和
研
修
セ
ン
タ
ー
の
じ
ぎ
く
会
館
（
以
下
、
の
じ
ぎ
く
会
館
）

を
設
置
し
、
同
和
問
題
に
関
し
広
く
県
民
の
理
解
と
認
識
を
深
め
る
施
策
を
展
開
す
る
こ

と
と
し
た
。

　
の
じ
ぎ
く
会
館
で
は
、
県
職
員
、
市
町
職
員
、
地
域
住
民
、
社
会
教
育
諸
団
体
及
び
企

業
を
対
象
と
し
て
、
指
導
者
層
の
養
成
を
目
的
と
す
る
研
修
を
行
う
ほ
か
、
広
報
活
動
、

写真 190　�県立同和研修センターのじぎく会館
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調
査
研
修
活
動
並
び
に
図
書
資
料
及
び
視
聴
覚
資
料
の
整
備
を
行
う
な
ど
、
広
く
県
民
に
対
す
る
啓
発
活
動
を
積
極
的
、
計
画

的
に
実
施
し
た
。
ま
た
、
啓
発
活
動
を
推
進
す
る
に
当
た
り
、
視
聴
覚
教
材
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
昭
和

五
十
四
年
度
か
ら
啓
発
ス
ラ
イ
ド
を
、
五
十
五
年
か
ら
啓
発
映
画
を
制
作
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
人
権
侵
犯
事
件
の
根
絶
を
図
る
た
め
差
別
事
象
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
神
戸
地
方
法
務
局
が
「
人
権
侵
犯
事
件
調
査
処
理

規
程
」
に
基
づ
い
て
行
う
処
理
に
委
ね
る
と
と
も
に
、
県
は
地
方
法
務
局
、
関
係
市
町
と
協
力
し
て
啓
発
活
動
に
当
た
る
こ
と

と
し
た
。

　
例
え
ば
、
昭
和
五
十
年
十
二
月
以
来
、
い
わ
ゆ
る
「
部
落
地
名
総
鑑
」
問
題
が
全
国
的
に
起
こ
り
、
県
内
で
も
こ
れ
ら
の
文

書
を
購
入
し
た
企
業
が
数
社
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
神
戸
地
方
法
務
局
は
人
権
侵
犯
事
件
と
し
て
事
実
関
係
を
調
査
し
、

購
入
企
業
に
対
し
勧
告
を
、
購
入
担
当
者
に
対
し
て
説
示
を
行
っ
た
。

　
県
は
、
こ
の
法
務
局
の
行
う
人
権
侵
犯
事
件
の
処
理
の
過
程
に
お
い
て
、
法
務
局
、
国
の
関
係
行
政
機
関
、
関
係
市
町
及
び

そ
の
教
育
委
員
会
と
連
携
し
、
こ
れ
ら
の
企
業
に
対
す
る
研
修
啓
発
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
、
こ
の
部
落
地
名
総
鑑
が
人
権
侵

犯
の
蓋
然
性
が
極
め
て
高
く
、
国
・
県
・
市
町
が
進
め
て
い
る
同
和
対
策
の
精
神
に
反
し
た
悪
質
な
差
別
的
図
書
で
あ
る
こ
と

を
徹
底
的
に
関
係
者
に
告
発
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
企
業
に
お
い
て
も
、
そ
の
社
会
的
責
任
に
お
い
て
研
修
が
推
進
さ
れ
る

よ
う
指
導
を
行
っ
た
。

兵
庫
県
同
和
教
育
研
究
協

議
会
の
発
足
と
教
育
活
動

部
落
差
別
を
な
く
し
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
を
目
指
す
教
育
活
動
を
全
県
に
広
め
る
た
め
、
昭
和

二
十
五
年
七
月
、
兵
庫
県
同
和
教
育
中
央
委
員
会
が
発
足
し
た
。
昭
和
二
十
八
年
に
は
兵
庫
県
同

和
教
育
協
議
会
（
以
下
、
兵
同
協
）
と
改
称
し
、
二
十
九
年
に
第
一
回
同
和
教
育
研
究
大
会
を
宝
塚
市
で
開
催
し
て
以
来
、
毎
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年
研
究
大
会
を
実
施
し
て
き
た
。
当
初
は
市
郡
単
位
で
兵
同
協
に
加
入
し
て
い
た
が
、
昭
和
四
十
四
年
六
月
定
期
総
会
が
開
か

れ
、
組
織
運
営
に
つ
い
て
の
変
更
が
提
案
さ
れ
た
。

　
そ
の
内
容
は
、
事
務
所
を
県
教
育
委
員
会
事
務
局
か
ら
「
会
長
が
指
定
す
る
と
こ
ろ
」
に
移
し
、
兵
同
協
の
下
部
組
織
と
し

て
「
各
地
区
同
協
」
を
置
き
、
そ
の
下
に
「
各
市
町
同
協
」
や
「
地
区
高
等
学
校
同
協
」
を
置
い
た
。
会
長
も
県
教
育
長
の
兼

務
か
ら
「
民
間
か
ら
適
任
者
」
を
選
出
す
る
こ
と
と
し
、事
務
局
職
員
も
県
教
育
委
員
会
職
員
か
ら
「
会
長
の
委
嘱
す
る
職
員
」

と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
組
織
の
変
革
は
「
民
間
教
育
団
体
」
へ
の
変
容
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
昭
和
四
十
四
年
に
は
県
内
六
地
区
（
神
戸
市
除
く
）
に
地
区
別
同
和
教
育
協
議
会
を
組
織
し
、
兵
同
協
は
民
間
教
育
団
体
と

し
て
六
地
区
同
和
教
育
協
議
会
に
よ
る
協
議
体
と
な
っ
た
。
昭
和
四
十
七
年
度
に
は
、
神
戸
地
区
県
立
学
校
同
和
教
育
研
究
協

議
会
を
、
四
十
八
年
に
は
神
戸
地
区
私
立
学
校
同
和
教
育
協
議
会
を
加
え
、
八
同
和
教
育
研
究
協
議
会
等
の
協
議
体
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
昭
和
四
十
七
年
度
に
は
事
務
局
を
県
教
育
委
員
会
か
ら
独
立
さ
せ
、
教
育
研
究
活
動
の
積
極
的
な
推
進
を
図
っ
て
き

た
。
そ
の
間
に
、
全
国
同
和
教
育
研
究
大
会
を
本
県
で
三
回
開
催
し
た
。

　
昭
和
四
十
七
年
、
兵
同
協
は
「
同
和
教
育
白
書
活
動
」
の
展
開
を
始
め
た
。
そ
の
趣
旨
は
、
①
教
育
の
条
件
整
備
、
拡
充
に

関
す
る
こ
と
、
教
育
予
算
に
関
す
る
こ
と
、
②
教
育
内
容
、
③
子
ど
も
（
児
童
生
徒
）
の
実
態
や
課
題
、
④
親
の
様
子
や
願
い
、

⑤
地
域
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
地
区
同
協
が
そ
れ
ぞ
れ
一
五
名
か
ら
成
る
白
書
活
動
委
員
会
を
組
織
し
、
兵
同
協
と
し
て
も
一
七
名
の
「
兵
庫
の
同
和
教
育

白
書
活
動
委
員
会
」
を
設
置
し
た
。
そ
こ
で
、
地
区
同
協
に
お
け
る
相
互
の
実
践
の
交
流
を
図
る
と
と
も
に
、
県
内
の
同
和
教

育
総
括
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
。
活
動
の
ま
と
め
を
「
兵
庫
の
同
和
教
育
白
書
」
と
し
て
冊
子
に
し
、
刊
行
し
た
。
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な
か
で
も
、
進
路
保
障
協
議
会
と
の
連
携
の
下
、
高
等
学
校
を
中
心
と
す
る
進
路
保
障
の
取
組
、
定
時
制
高
等
学
校
の
公
務

員
採
用
試
験
に
対
す
る
取
組
、
定
時
制
、
通
信
制
高
等
学
校
の
通
学
、
障
害
児
生
徒
の
教
育
条
件
改
善
の
取
組
等
の
す
ぐ
れ
た

実
践
が
、
こ
の
活
動
か
ら
生
ま
れ
た
。

　
昭
和
五
十
一
年
六
月
、
第
二
八
回
全
国
同
和
教
育
研
究
大
会
の
開
催
を
控
え
、
定
期
総
会
で
名
称
を
兵
庫
県
同
和
教
育
協
議

会
か
ら
兵
庫
県
同
和
教
育
研
究
協
議
会
（「
兵
同
教
」）
と
変
更
し
、
同
和
教
育
研
究
団
体
と
し
て
の
組
織
づ
く
り
や
、
同
和
教

育
の
研
究
・
実
践
を
中
心
に
し
た
研
究
大
会
、
研
究
啓
発
資
料
の
発
行
等
を
行
い
、
県
内
の
同
和
教
育
の
推
進
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
き
た
。
そ
の
推
移
の
中
に
お
い
て
教
育
研
究
団
体
と
し
て
の
主
体
性
を
問
わ
れ
る
時
期
も
あ
っ
た
が
、
昭
和
五
十

二
年
三
月
に
は
規
約
を
改
正
し
て
運
営
の
民
主
化
と
円
滑
化
を
図
り
、
同
和
教
育
研
究
協
議
会
と
し
て
の
主
体
性
に
よ
り
そ
の

活
動
を
進
め
て
き
た
。

　
そ
し
て
、「
兵
庫
の
作
風
を
事
実
と
し
て
の
実
践
で
明
ら
か
に
し
、
そ
の
中
味
を
全
国
の
仲
間
に
持
っ
て
帰
っ
て
い
た
だ
く
」

（
活
動
方
針
よ
り
）
と
い
う
意
味
か
ら
、「
村
へ
回
帰
し
つ
つ
超
え
る
─
『
同
和
』
教
育
運
動
の
転
換
期
に
お
け
る
実
践
と
思
想

的
課
題
」
と
題
し
た
実
践
記
録
集
を
作
成
、
ま
た
、「
解
放
へ
の
あ
ゆ
み
─
兵
庫
の
同
和
教
育
小
史
」
を
編
纂
し
、
昭
和
五
十

一
年
十
一
月
に
発
行
し
た
。
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